
 

宇情審答申第３４号 

令和２年３月１７日 

 

 

宇治市教育委員会 

教育長 岸本 文子 様 

 

 

宇治市情報公開審査会 

会 長  片 桐  直 人 

 

 

宇治市情報公開条例第１８条第１項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

 

令和元年１０月２１日付け、元宇教支学第１２５７号により諮問のありまし

た下記の件について、次のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

公文書部分公開決定（公開請求に係る公文書の内容：平成３１年度京都府学

力診断テスト（小４･中１）の結果）に係る審査請求についての諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

答 申 

 

第１ 結論 

宇治市教育委員会（以下｢実施機関｣という。）は、本件審査請求の対象となった公文

書に係る部分公開決定において、一部公開しないこととした③正答数の相対度数分

布一覧（国語及び算数※）のうち、正答率に係る部分については、小学校、中

学校ともに、①テスト結果の概要の合計得点の成績降順に並べ替えた上で、各学校名

以外については、相対度数分布グラフも含めて公開すべきであり、正答人数に係る部

分については、小学校、中学校ともに、学校名、合計人数及び正答人数を非公開とす

べきである。 

※中学校においては国語及び数学 

 

第２ 審査請求の経過 

 １ 公文書公開請求書の提出及びその受理 

   令和元年８月８日、審査請求人は、宇治市情報公開条例（以下「条例」という。）第

５条の規定により、実施機関に対し、「京都府学力診断テスト結果（令和元年〔平成３

１年〕度小学校分中学校分、児童生徒の個人結果を除く）」（以下｢本件請求」という。）

を請求の内容とする公文書公開請求書を提出した。 

   実施機関は、同日付けでこれを受理した。 

 ２ 審査請求人の公文書公開請求に該当する公文書の特定 

   実施機関は、本件請求に該当する公文書を、「平成３１年度京都府学力診断テスト（小

４･中１）の結果｣（以下「本件文書」という。）であると特定した。 

 ３ 実施機関の決定及び審査請求人への通知 

令和元年８月２２日、実施機関は、本件文書について、条例第６条第２号及び第５

号に該当することを理由として、条例第１１条第１項の規定により、公文書部分公開

決定（以下｢本件決定｣という。）を行い、同日付けでこれを通知した。 

 ４ 審査請求 

   令和元年９月２７日、審査請求人は、本件決定を不服として、実施機関に対し審査

請求を行った。 

 

第３ 審査請求の趣旨 

 １ 審査請求の趣旨 

条例第１１条第１項の規定による公文書の部分公開決定の取消しを求めるものであ

る。 

 ２  審査請求人の主張 

   審査請求人が、審査請求書に記載している主張は次のとおりであり、意見陳述にお

いて述べている主張も概ね同様である。 

   宇治市情報公開条例の非開示の該当性否かの判断の問題である。非開示処分を行使



 

した行政側に立証する責任がある。本件の主催者である府は審査会の判断を規制する

通達はなんら示されていない。条例上の請求権に基づく開示請求である。本件調査対

象は小学校１年から６年のうち４年生を対象とし中学校は１年から３年の内１年を対

象とする。調査対象は一部分である本件テスト結果は京都府学力診断テストの一部を

表しただけで公開は教務教育への関心を高め市全体の教育の向上に寄与する公益性の

高い情報であるから市条例６条第２号、第５号には該当しないと考えられるから審査

請求を申し立てるものである。 

 

第４ 実施機関の理由説明の趣旨 

    実施機関が意見書及び意見陳述において述べている主張を総合すると、概ね次のとお

りである。 

(1) 本件請求における非公開部分を含めたテスト結果については、宇治市等が行う事務

事業に関する情報であって、公にすることにより本件事業の目的である、「結果を分析

することにより指導上の課題を明らかにして、授業改善を推進し、質の高い学力をは

ぐくむ」ことを果たすことができなくなり、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある。 

(2) テスト結果が公表されれば、実施機関がいくら本件テストの趣旨を説明し保護者に理

解を求めたとしても、結果のみが一人歩きをし、それらの情報は数値化されランキング

付けをされて、インターネット上において電磁的記録情報として公開されることは十分

に予想される。 

(3) 本件学力調査において測定できるのは学力の一部分であり、学校における教育活動の

一側面であるにも関わらず、地域住民や保護者の間で、その結果のみで学校間の序列化

や過度な競争意識が発生してしまうおそれがある。 

(4) 学校間の序列化がされた結果、正答率の悪かった学校の児童生徒が劣等感等を抱いた

り、教師や学校の教育の在り方が批判対象とされたりするなど、これらのことを回避す

るため、過度な競争意識が起こりかねない。このことは、公教育の在り方からすれば、

好ましいものではないうえに、市立小・中学校の児童生徒は、在住する住所地により指

定された学校に通学するため、学力が当該地域の特徴（経済的・社会的・文化的条件等）

に関わるものと捉えられることにより、正答率が悪かった地域に居住する保護者、児童

生徒等に対する偏見や差別を助長する可能性がある。 

(5) 小規模校の調査結果においては、少人数であるが故に、特定の個人を識別すること 

ができるおそれのある情報であるため、本件請求に係る情報は、条例第６条第２号に

該当するとして本件決定を行った。 

(6) 本件決定に際しては、京都府情報公開審査会より、ＣＤ－ＲＯＭに記録されたエク

セルデータの順序を成績上位校から降順に並べ替えた上で、各学校名、学校別の受検

者数及び欠席者数を非公開とし、紙媒体に出力したものを公開すべきとの答申が出さ

れたことによる、平成３０年１０月４日の京都府教育委員会学校教育課からの「京都

府学力診断テスト結果に係る情報公開について」に基づき、これまでの各学校名以外

を非公開としていたものを、教科毎に成績上位校から降順に並べ替えた上で各学校名、



 

学校別の受検者数及び欠席者数を非公開とした学校別のテスト結果で公開している。 

 

第５ 当審査会の判断 

   当審査会は、審査請求人及び実施機関の主張の内容に基づき、本件決定の妥当性に

ついて審議した結果、以下のように判断する。 

 １ 本件文書について 

   本件文書は、平成３１年度に宇治市立小学校の第４学年及び中学校の第１学年を対

象に行った国語科と算数科の京都府学力診断テストの結果（①テスト結果の概要②設

問別結果の概要③正答数の相対度数分布④ローデータ等）についてである。 

また、本件文書の原本は、マイクロソフト社の表計算ソフトウエアであるエクセル

により作成されている電磁的記録である。 

   ①テスト結果の概要及び②設問別結果の概要については、京都府教育委員会の公開

方法を参考にしており、京都府が事務処理上、複数の学校を並べて記載する際に慣例

的に定めている掲載順序のまま公開すると学校名を非公開としても容易に学校を推測

され、学校別のテスト結果の数値と結びつけて捉えられるおそれがあることから、エ

クセルデータの学校の順序を合計得点の成績上位校から降順に並べ替え、各学校名、

学校別の受検者数及び欠席者数を非公開とし、点数、正答率を公開している。 

   他方、③正答数の相対度数分布一覧については、並べ替えせずに学校名等、合計、

京都府全体の結果のみを公開とし、相対度数分布グラフ、正答率及び正答人数を非公

開としている。 

 ２ 条例第６条第５号該当性について 

 （1）実施機関は、本件決定の理由として「本調査において測定できるのは学力の一部で

あり、学校における教育活動の一側面であるにも関わらず、地域住民や保護者の間で、

学校間の序列化や過度な競争意識が発生してしまうおそれがある。そうなった場合、

本調査の目的である正確な学習状況を調査することができなくなり、実施機関が行う

当該調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」としている。 

 （2）ア 実施機関が主張するように、学校別のテスト結果の全てを公開することにより、

児童生徒や保護者等が学校ごとの学力差に関心を抱いたり、他校との学力差を意識し

たりするようになるおそれがあることは否定できない。また、その結果として、地域

に居住する保護者、児童生徒等に対する偏見、差別、そして学校間の序列化を助長し、

さらには過度の学力競争をあおり、学力が地域の経済的・社会的・文化的条件にかか

わるものとして捉えられる結果となり、正確な学習状況を調査することができなくな

るおそれがある。 

イ 一方で、条例第６条第５号該当性の判断に当たっては、学校別のテスト結果の公

開が、保護者や地域の住民等に地域の学校のテスト結果を知らしめることによって、

教育施策における地域の成果と課題を明らかにし、地域住民や保護者等に地域の教育

に関する活発な議論を促し、教育施策等に対する建設的な助言や提案を育みうるとい

う側面があることも忘れてはならない。 

  ウ さらに、本事業の実施主体は京都府教育委員会と各市町（組合）教育委員会であ



 

り、京都府教育委員会と各市町（組合）教育委員会が協力して行っている事業である

が、京都府学力診断テスト結果について実施主体の一つである京都府教育委員会にお

いては、これまで、学校名が特定されないような方法で、学校名と点数が結びつかな

いよう配慮しながら点数等を可能な限り部分公開しているところであり、本件文書の

開示の範囲や方法を考えるに当たっては、この点も、十分に考慮すべきである。 

 （3）以上の諸点を踏まえて検討すると、本件文書のうち、①テスト結果の概要及び②設

問別結果の概要については、その全てを公開すれば、実施機関の言うように、学校間

の序列化や過度な競争意識が発生してしまうおそれがあり、ひいては、本調査の目的

である正確な学習状況を調査することができなくなり、実施機関が行う当該調査の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということができる。しかしながら、他方で、

①テスト結果の概要及び②設問別結果の概要といった情報を地域住民や保護者等が知

ることにも、（2）イに述べたような意義があることに鑑みれば、学校間の序列化や過

度な競争意識が発生してしまうおそれに配慮しつつ、可能な限り公開すべきである。 

   その際、公開すべき情報の範囲及び公開の方法については、いくつかの方法が考え

られるところ、（2）ウで述べたような本事業の性質と、京都府教育委員会において行

われている開示方法に鑑みれば、それと同様の範囲・方法で開示することは合理的な

ものといえる。 

   したがって、実施機関が、本件文書のうち、①テスト結果の概要及び②設問別結果

の概要のうち、各学校名、学校別の受検者数及び欠席者数を、条例第６条第５号に基

づき非公開としたことは妥当である。 

 （4）他方、③正答数の相対度数分布一覧について、学校名を公開とし正答率等を非公開

としている点については、別途項を改めて検討する。 

 ３ ③正答数の相対度数分布一覧について 

(1) 当初の公開部分について 

実施機関は、本件文書のうち③正答数の相対度数分布一覧については、学校名等、合 

計、京都府全体の結果のみを公開とし、相対度数分布グラフ、正答率及び正答人数を

非公開としている。 

   実施機関によると、このような公開方法が採られているのは、③正答数の相対度数

分布一覧については、正答率や人数に関するテスト結果が記載されており、この結果

から学校の成績に順位をつけることは難しく、①テスト結果の概要のように一概に学

校を成績降順に並べ替えることができず、また、仮に並べ替えるとしても、成績降順

以外の方法でどのような基準によるべきかが不明であり、また、そのような並べ替え

は公文書の加除にあたる可能性があると考えたことによる、とのことであった。 

そして、学校を並べ替えずに、正答率、正答人数等を公開とし、学校名を非公開と

した場合、京都府が慣例的に定めている掲載順序が明らかであることから学校が容易

に特定されるとのことであった。 

 （2）条例第６条第５号該当性について 

   京都府教育委員会では、京都府による慣例的な掲載順序のままで公開すると学校名

を非公開としても容易に学校を推測され、学校別のテスト結果の数値と結びつけて捉



 

えられるおそれがあることから、エクセルデータの学校の順序を合計得点の成績上位

校から降順に並べ替えた上で、各学校名、学校別の人数を非公開とし、正答率を公開

している。 

そうだとすると、京都府教育委員会の公開方法を参考にし、小学校及び中学校とも

に③正答数の相対度数分布一覧の上半分の正答率について、学校の掲載順序を①テス

ト結果の概要の合計得点の成績降順に並べ替えた上で、①テスト結果の概要及び②設

問別結果の概要と同様に学校名を非公開とし、正答率を公開することが可能である。

そして、第５の当審査会の判断２に示したような観点からすれば、このような公開方

法がより妥当な方法であるというべきである。 

他方、下半分の人数に係る部分については、小学校、中学校ともに学校名を非公開

としたとしても正答人数を公開することにより、正答人数の合計から学校名が特定さ

れるおそれがあり、条例第６条第５号に該当することから非公開とすべきと考える。 

（3）小規模校に係る情報における条例第６条第５号及び第２号該当性について 

実施機関は、小規模校の情報を他の公開されている情報と照らし合わせることによ

り、当該小規模校の順位等が特定されるおそれがあるとも主張する。しかし、本件の

場合、それだけで当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまではい

えないと考えられることから、それらの情報について条例第６条第５号に該当しない。 

また、小規模校において、受検者数が少人数であるものの、受検者数が複数人いる

ことから特定の児童の得点が識別できるとはいいがたく、また、公開することにより、

個人の権利利益を害するおそれはないと考えられることから条例第６条第２号にも該

当しない。 

   

第６  結語 

      以上により、結論のとおり答申する。 

 

   本件審査請求の経過 

年月日 経 過 

令和 元年 ８月 ８日 公文書公開請求 

令和 元年 ８月２２日 公文書部分公開決定 

令和 元年 ９月２７日 公文書部分公開決定に対する審査請求 

令和 元年１０月２１日 情報公開審査会諮問（令和元年度第５回審査会） 

令和 元年１１月２５日 

 

 

実施機関から意見書収受（令和元年度第６回審査会） 

実施機関から意見聴取（令和元年度第６回審査会） 

審議（令和元年度第６回審査会） 

令和 元年１２月１７日 審査請求人から意見聴取（令和元年度第７回審査会） 

審議（令和元年度第７回審査会） 

令和 ２年 ３月１７日 答申 

 


